
一
頁

○
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
の
金
額
の
算
定
に
関
す
る
省

令

（
平
成
十
八
年
八
月
七
日
農
林
水
産
省
令
第
七
十
二
号
）

（
交
付
金
の
金
額
の
算
定
）

第
一
条

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
項
の
交
付
金
（
以
下
「
交
付
金
」
と
い
う
。
）
の
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
標
準
的
収
入
額
と
同
項
に
規
定
す
る
前

年
度
収
入
額
と
の
差
額
に
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
〇
・
七
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
同
項
の
積
立
金
の
額

に
三
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
金
額
）
と
す
る
。

第
二
条

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
農
林
水
産

省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
（
以
下
「
地
域
」
と
い
う
。
）

別
及
び
対
象
農
産
物
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
別
に
交
付
金
を
交
付

す
る
年
度
の
前
年
度
（
以
下
「
交
付
前
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
の
収
穫
量
と
し
て
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
交
付
前
年
度
単
収
」
と
い
う
。
）
を
当
該
地
域
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
単
位
面
積
当
た



二
頁

り
の
標
準
的
な
収
穫
量
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
標
準
単
収
」
と
い
う
。
）
で
除
し
て
得
た
割
合
の

い
ず
れ
か
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
下
回
っ
た

場
合
（
当
該
地
域
に
お
け
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
（
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
前
年

度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
地
域
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
（
施
行
規

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
っ
た
場
合
を
除
く
。

）
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
九
を
乗
じ

て
得
た
額
か
ら
共
済
金
相
当
額
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

一

米
穀

九
割

二

春
期
に
は
種
す
る
小
麦
（
主
と
し
て
三
月
及
び
四
月
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
小
麦
を
い
う
。
）

九
割

三

秋
期
に
は
種
す
る
小
麦
（
主
と
し
て
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
は
種
す
る
こ
と
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
小
麦
を
い
う

。
）

九
割

四

二
条
大
麦

九
割

五

六
条
大
麦

九
割



三
頁

六

は
だ
か
麦

九
割

七

大
豆

九
割

八

て
ん
菜

九
割

九

で
ん
粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ

九
割

（
共
済
金
相
当
額
の
算
定
）

第
三
条

共
済
金
相
当
額
は
、
地
域
に
お
け
る
対
象
農
産
物
（
当
該
地
域
に
お
け
る
対
象
農
産
物
に
係
る
交
付
前
年
度
単
収
を

当
該
対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
単
収
で
除
し
て
得
た
割
合
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
下
回
っ
た
も
の
に
限
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
が

当
該
地
域
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
上
回
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る
価
額
に
第

二
号
に
掲
げ
る
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
対
象
農
産
物
に
係
る
単
位
面
積

当
た
り
標
準
的
収
入
額
か
ら
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
回
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
）
に
、
対
象
農
業
者
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者
を
い
う
。
）

の
当
該
対
象
農
産
物
の
交
付
前
年
度
生
産
面
積
（
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
生
産
面
積
を
い
う



四
頁

。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一

地
域
別
及
び
対
象
農
産
物
の
種
類
別
に
対
象
農
産
物
の
数
量
当
た
り
の
価
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も
の

二

当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
対
象
農
産
物
に
係
る
標
準
単
収
に
当
該
対
象
農
産
物
に
係
る
前
条
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
も
の
か
ら
当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
対
象
農
産
物
に
係
る
交
付
前
年
度
単
収
を
控
除
し
た
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
交
付
金
の
金
額
の
算
定
の
特
例
）

第
二
条

米
価
変
動
補
塡
交
付
金
（
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
交
付
金
の
う
ち
前
年
産
の
米
穀
の
販
売
価
格
に
応
じ
て
交
付
す

る
部
分
を
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
た
対
象
農
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
生
産
し
た
対
象
農
産
物
に
係
る
交
付
金
を
交
付
す

る
場
合
（
当
該
対
象
農
産
物
に
米
穀
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
米
穀
に
係
る

単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
が
当
該
地
域
に
お
け
る
当
該
米
穀
に
係
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
上

回
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た



五
頁

額
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
対
象
農
業
者
（
第
三
条
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
を
受
け
た
米
価
変
動
補
塡
交
付
金
（
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
米
価
変
動
補
塡

交
付
金
を
い
う
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
地
域
（
次
条
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
に
お
け
る
米
穀
に
係
る
単
位

面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
（
次
条
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
い
う
。
）
か
ら
交
付
前
年
度
単
位

面
積
当
た
り
収
入
額
（
次
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
に
〇
・
九

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
対
象
農
業
者
の
当
該
米
穀
の
交
付
前
年
度
生
産
面
積
（
第
三
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
生

産
面
積
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と

、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
条
第
一
項
の
」
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
交
付
前
年
度
単
収
を
標
準
単
収
で
除
し
て
得
た
割
合
が
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る

対
象
農
産
物
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
下
回
っ
た
と
き
（
当
該
地
域
に
お
け
る
交
付

前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
が
当
該
地
域
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
上
回
っ
た
場
合
を
除
く
。

）
は
、
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
中
「
〇
・
九
を
乗
じ

て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
共
済
金
相
当
額
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
を



六
頁

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
か
ら
、
更
に
対
象
農
業
者
（
第
三
条
に
規
定
す
る
対
象
農
業
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
交
付
を
受
け
た
米
価
変
動
補
塡
交
付
金
（
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
米
価
変
動
補
塡
交
付
金
を
い
う
。
）
の
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
地
域
（
次
条
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
に
お
け
る

米
穀
に
係
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
（
次
条
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
標
準
的
収
入
額
を
い
う
。
）
か
ら

交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
（
次
条
に
規
定
す
る
交
付
前
年
度
単
位
面
積
当
た
り
収
入
額
を
い
う
。
）
を
控
除

し
た
額
に
〇
・
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
対
象
農
業
者
の
当
該
米
穀
の
交
付
前
年
度
生
産
面
積
（
第
三
条
に
規
定
す

る
交
付
前
年
度
生
産
面
積
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
米
穀
に
係
る
共
済
金
相
当
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を

上
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
控
除
し
て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
、
「
同
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四

条
第
一
項
の
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
三
十
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
三
十
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



七
頁

附

則
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
二
十
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令
第
二
十
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
二
十
二
年
産
の
対
象
農
産
物
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
農
産
物
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
交
付
金
の
金
額
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
四

条
第
二
項
の
金
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


